
6.25
2014

Ｎｏ．１０６０

広報広報

遠賀町　中学校体育会
　５月18日、遠賀町内の中学校で体育会が行われました。
　取材に訪れた遠賀南中学校の競技の一つである「ローハ
イド」では、縄のついたボールを的に当てようと協力して
奮戦する生徒たちに、観客から熱い声援が送られていま
した。
　また、毎年恒例の職場対抗リレーも行われ、教員チー
ムをはじめとした町内の事業所など６チームが参加しま
した。その中でもJA北九青年部遠賀支会は、俵をバトン
にするなど、各チームがさまざまなパフォーマンスで会
場を沸かせていました。
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    自分が住民税が課税されているかどうか、どうすればわかりますか？ 

例えば、  

 ・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合  

・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」で第５段階以上となっている場合  

・ご自身の給与や年金の収入が下の（参考）の非課税限度額以上の場合  

には、基本的に住民税が課税されています。  

           （参考）住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額） 

 

 

 

 

 

 

      自分が給付金の支給対象者か確認できますか？ 

      給付金対象者診断チャートで確認できます。ただし、あくまで一般的な場合を想定しています。 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基準日（平成 26 年 1 月 1 日）以降に生まれた人、亡くなられた人は対象になりますか？ 
    基準日に生まれた人は給付金の対象になり、基準日の翌日以降に生まれた人は対象になり 

ません。また、基準日から支給決定までの間に亡くなられた人は対象になりません。 
 
 

 ●臨時福祉給付金は・・・・・・行政経営課 企画調整係 
 ●子育て世帯臨時特例給付金は・・・福祉課 民生児童係 
   

４．２つの給付金に関するＱ&Ａ 

⾮課税限度額※ ⾮課税限度額※

（給与収⼊ベース） （年⾦収⼊ベース）
単⾝ ９６．５万円 ６５歳以上 １５１．５万円
夫婦 １４６．９万円 ６５歳未満 １０１．５万円

夫婦⼦１⼈ １８７．９万円 ６５歳以上 ２０１．９万円
夫婦⼦２⼈ ２３２．７万円 ６５歳未満 １５９．２万円

区分 区分

単⾝

夫婦

（公的年金等受給者）（給与所得者）

５．問い合わせ 

 
 

 

平成２６年１月１日時点は、遠賀町の

住民でしたか 

（住民登録されていましたか）

平成２６年度町民税は課税されてい

ますか 

臨時福祉給付金 
の支給対象となる可能性があります 

●１万円 

臨時福祉給付金（加算含む） 
の支給対象となる可能性があります 

●１万５０００円 

対象では
ありません

子育て世帯臨時特例給付金 
の支給対象となる可能性があります 

●対象児童１人につき１万円 

平成26年１月１日時点で、住民登録
していた市区町村にお尋ねください 

次の加算対象の手当等のいずれかを受けていますか  
①老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金等  ②児童扶養手当 

③特別児童扶養手当  ④障害児福祉手当  ⑤特別障害者手当 

⑥経過的福祉手当  ⑦原爆被爆者諸手当  ⑧毒ガス障害者対策手当

⑨ガス障害者対策手当  ⑩予防接種法に基づく健康被害救済給付金 

⑪新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金 

⑫医薬品副作用被害救済制度・感染等被害救済制度 

平成２６年１月分の 

児童手当などを受給し

ていますか（中学生以下の子

どもがいますか） 

生活保護を受けていますか 

平成２６年度町民税が課税されてい

る人に扶養されていますか 

平成２5 年中の所得は 

児童手当限度額未満ですか 
※児童手当所得制限限度額 

扶養親族等の数 所得制限額

1人 660万円

2人 698万円

3人 736万円

対象者診断チャート

住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？
例えば、 次の場合には、基本的に住民税が課税されています。
　・ご自身の平成26年６月の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合 
　・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が第５段階以上となっている場合 
　・ご自身の給与や年金収入が下記の非課税限度額以上の場合

自分が給付金の支給対象者かどうすれば確認できますか？
次の対象者診断チャートで確認できます。ただし、あくまで一般的な場合を想定しています。

（参考）非課税限度額（住民税が課税されない収入の目安）
（給与所得者）

区　分
非課税限度額
（給与収入）

単身 96.5万円
夫婦 146.9万円

夫婦子１人 187.9万円
夫婦子２人 232.7万円

（公的年金等受給者）

区　分
非課税限度額
（年金収入）

単身
65歳以上 151.5万円
65歳未満 101.5万円

夫婦
65歳以上 201.9万円
65歳未満 159.2万円

▽臨時福祉給付金・・・・・・・・ 企画調整係
▽子育て世帯臨時特例給付金・・・ 民生児童係

給付金キャラクター
　　　「カクニンジャ」

基準日（平成26年1月1日）以降に生まれた人、亡くなった人は対象になりますか？
基準日に生まれた人は給付金の対象になり、基準日の翌日以降に生まれた人は対象になりません。また、
基準日から支給決定までの間に亡くなった人は対象になりません。
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臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
支　給
対象者

次のすべての要件を満たす人
●平成26年１月1日現在で遠賀町に住民登録
をしている人
●平成26年度分の町県民税（住民税）が課税
されていない人

※次の場合は対象外です。
・課税されている人の扶養親族などになっている場合
・生活保護を受給している場合
・中国残留邦人等支援給付を受給している場合

次のすべての要件を満たす人
●平成26年１月1日現在で遠賀町に住民登録
をしている人
●平成26年１月分の児童手当（特例給付含む）
を受給している人
●平成25年の所得が児童手当の所得制限に
満たない人

※次の場合は対象外です。
・対象児童が臨時福祉給付金の対象者の場合
・対象児童が生活保護の受給者となっている場合
・中国残留邦人等支援給付を受給している場合

支給額 対象者1人につき　１万円
※給付対象者で次の項目に該当する人は、５千円を

加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童

扶養手当、特別障害者手当等の受給者

児童手当対象児童１人につき　１万円

　平成26年４月からの消費税率引き上げに伴い、所得の少ない人や子育て世帯の家計への負担を考慮し、
平成26年度に限り「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

7月1日（火）から受付を開始します

●受け取ることができるのはそれぞれの給付金の支給対象者に該当する人です。
●どちらか一つの給付金のみの支給となります。
●どちらも対象となる場合は、臨時福祉給付金を受給する仕組みになっています。

●平成26年１月１日現在で住民登録をしている市町村への申請が必要です。
●ＤＶ被害者などで他の市町村から住民票を移さずに遠賀町に住んでいる人は、遠賀町で申請を受け付けるこ

とができる場合がありますので、ご相談ください。
●遠賀町では、対象と思われる人へ６月下旬に申請書を郵送します。
　（臨時福祉給付金の申請書は、税務課が通知する「非課税通知」に同封して郵送されます。）
●郵送された申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
●申請期間は、平成26年７月１日（火）から平成26年10月１日（水）までです。（申請期間外は受け付けできません。）

●給付金の申請には、平成25年中の所得により計算される「平成26年度住民税」の課税状況の確認が必要とな
ります。住民税について、未申告の人は対象か対象外かの判断ができませんので、申請書が郵送されませ
ん。まずは税務課窓口で申告を行ってください。

●申請書提出後に審査を行い、支給の可否が決定されます。
●申請書類の不備などに対し、必要な修正ができない場合は、申請は取り下げられたものとします。
●給付金支給後に支給要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただきます。
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※有料広告の内容は、直接広告主にお問い合わせください。
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お家のリフォームは当社へご相談下さい！

㈲江頭トーヨー住器 遠賀町別府4141番地

・サッシ、ガラス取替
・アミド張替・戸車取替
・内窓（インプラス）
・風呂・流し・トイレリフォーム
・カーポート・フェンス門扉取付
・物置・バイク保管庫など

岡垣町海老津駅前１２－８ ★ホームページ★ http://yoshida-jyuuken.com☎２８３－２０４２

不 動 産
リフォーム

家を売りたい、土地を売りたい・・家を売りたい、土地を売りたい・・
不動産売買なら吉田住建に
おまかせ下さい！

どうぞお気軽にご相談下さい(*^-^*)

ご相談 査 定 は 無料無料 です

二級建築士も２名在籍しております。
小さな工事からリフォームまでおまかせ下さい。

Public News
2014.6.25

■遠賀町役場

☎ 093（293）1234
℻ 093（293）0806

■遠賀町中央公民館

☎ 093（293）1355
℻ 093（293）5533

■駅前サービスセンター

☎ 093（293）8233
℻ 093（293）8234

■遠賀コミュニティーセンター

☎ 093（293）6525
℻ 093（293）7057

■遠賀体育センター

☎ 093（293）5434

■遠賀町立図書館

☎ 093（293）9090
℻ 093（293）9091

■ふれあいの里センター

☎ 093（293）2030
℻ 093（293）8506

■遠賀町消費生活相談窓口

☎ 093（293）7783

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp/

遠賀町ホームページ

http://www.town.onga.lg.jp/

地元岡垣にて開業38年、長年の経験と地域に根ざした豊富な情報力
で、適正に価格を査定いたします。
スタッフ全員が宅建主任者（国家資格）、安心の地元の不動産業者です。
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地元岡垣にて開業38年、長年の経験と地域に根ざした豊富な情報力
で、適正に価格を査定いたします。
スタッフ全員が宅建主任者（国家資格）、安心の地元の不動産業者です。

い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
学
級

男
の
厨
房

　

美
味
し
く
簡
単
に
調
理
で
き
る
献

立
を
紹
介
し
ま
す
。

●
対
　
象　
町
内
に
在
住
・
在
勤
の
男
性

●
と
　
き　
７
月
31
日（
木
）、
８
月

８
日（
金
）・
22
日（
金
）、
９
月
５

日（
金
）・
19
日（
金
）（
全
５
回
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
１
時

※
１
回
の
み
の
受
講
も
可
能
で
す
。

●
と
こ
ろ　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
定
　
員　
10
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

●
費
　
用　
500
円（
全
日
程
分
）

※
別
途
、
材
料
代
と
し
て
１
回
当
た

り
600
円
が
必
要
で
す
。

●
持
っ
て
く
る
も
の　
三
角
巾
、
エ

プ
ロ
ン
、
タ
オ
ル
、
上
靴

●
申
込
期
限　
７
月
11
日（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

遠
賀
町
中
央
公
民
館

子
ど
も
図
書
館
員
募
集

　

図
書
館
内
の
探
検
や
貸
出
・
返
却
、

本
の
整
理
を
体
験
で
き
ま
す
。

●
と
　
き　
７
月
27
日（
日
）

①　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

②　

午
後
２
時
～
４
時
30
分

●
と
こ
ろ　
遠
賀
町
立
図
書
館

●
対
　
象　
小
学
３
年
生
～
６
年
生

●
定
　
員　
①
②
と
も
各
４
人

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。

●
費
　
用　
無
料

●
申
込
期
間　
７
月
５
日（
土
）～
12

日（
土
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

遠
賀
町
立
図
書
館

工
作
教
室

切
り
紙
で
昆
虫
を
作
ろ
う

●
と
　
き　
７
月
13
日（
日
）

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

●
と
こ
ろ　
遠
賀
町
立
図
書
館

●
対
　
象　
小
学
生

●
定
　
員　
先
着
10
人

●
費
　
用　
無
料

●
そ
の
他　

事
前
の
申
し
込
み
や

持
っ
て
く
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
遠
賀
町
立
図
書
館

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

遠
賀
町
に
在
住
か
在
勤
で
あ
る
こ

と
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

い
内
容
は
、
建
設
課
窓
口
に
あ
る
募

集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
対
象
住
宅
・
所
在
地

①
道
官
団
地
４
棟
２
号（
２
階
建

て
・
築
28
年
）

　

島
津
3
4
5
番
地
の
7

②
虫
生
津
団
地
Ｅ
棟
４
号（
２
階

建
て
・
築
17
年
）

　

虫
生
津
南
15
番
27
号

●
間
取
り　
①
②
と
も
に
３
Ｄ
Ｋ

●
家
賃

①
１
万
７
４
０
０
円
～
３
万
４
２
０
０
円

②
２
万
400
円
～
４
万
円

※
入
居
予
定
者
全
員
の
平
成
25
年
中

の
所
得
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

●
申
込
期
限
　
７
月
８
日（
火
）

●
問
い
合
わ
せ　
都
市
整
備
係

親
子
ヨ
ガ
教
室

　

育
児
に
よ
る
疲
れ
解
消
の
た
め
、

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
リ
ラ
ッ
ク
ス
の
時

間
を
作
り
ま
せ
ん
か
。
親
子
で
ヨ
ガ

に
参
加
す
れ
ば
、
子
ど
も
は
体
を
動

か
す
喜
び
を
体
験
で
き
ま
す
。

●
と
　
き　
７
月
19
日（
土
）

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

●
対
　
象　
地
域
子
育
て
支
援
ひ
ろ

ば「
ぐ
っ
ぴ
い
」を
利
用
中
の
保
護

者（
当
日
登
録
も
可
）

●
定
　
員　
先
着
10
組

●
費
　
用　
300
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
地
域

子
育
て
支
援
ひ
ろ
ば「
ぐ
っ
ぴ
い
」

　

☎
０
９
３（
２
９
３
）１
９
１
９

　

※
水
・
木
・
金
曜
日
の
み

平
成
26
年
度

福
岡
県
介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験

●
と
　
き　
10
月
26
日（
日
）

●
と
こ
ろ

　

▽
福
岡
大
学

　

▽
九
州
国
際
大
学

●
申
込
方
法　
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
間　
７
月
１
日（
火
）～
31

日（
木
）当
日
消
印
有
効

●
申
込
書
配
布
場
所　
福
岡
県
内
の

各
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
、
福
岡
県

介
護
保
険
課
、
役
場
福
祉
課
窓
口

●
申
込
書
配
布
期
限　
7
月
31
日（
木
）

●
そ
の
他　
郵
送
に
よ
る
申
込
書
の

入
手
を
希
望
す
る
人
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
公
益
社
団
法
人
福

　

岡
県
介
護
支
援
専
門
員
協
会

　

〒
８
１
２
‒
０
０
１
６

　
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
２
‒
９
‒ 

30

　

☎
０
９
２（
４
３
１
）４
５
８
５

わんぱく教室
～七夕まつり～

　みんなで七夕飾りを作って願い事を
しましょう。
●と　き　７月１日（火）
　午前10時～ 11時30分

［受付］午前９時30分～ 10時
●ところ　遠賀コミュニティーセンター
●対　象　町内に住んでいる生後４か月

から就学前までの乳幼児と保護者
●費　用　無料
●持ってくるもの　お茶、おしぼり、折

り紙、はさみ、のり、クレヨン、新聞
紙、色ガムテープ
●問い合わせ　健康対策係
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タ
ー
・
ム
ー
ブ
で

は
、
新
た
に
男
性

の
た
め
の
電
話

相
談
窓
口
を
開

設
し
ま
し
た
。
家

庭
の
こ
と
や
仕
事
の
こ
と
、
心
の
悩

み
な
ど
に
男
性
相
談
員
が
対
応
し
ま

す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
と
　
き

　

▽
毎
月
第
２
火
曜
日

　
　

午
後
６
時
～
８
時

　

▽
毎
月
第
３
土
曜
日

　
　

午
前
10
時
～
正
午

●
相
談
電
話
番
号

　

☎
０
９
３（
２
８
０
）５
３
２
５

●
問
い
合
わ
せ　

北
九
州
市
立
男
女

共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・
ム
ー
ブ
相
談
室

　

☎
０
９
３（
５
８
３
）５
１
９
７

第
13
回

遠
賀
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

　

５
月
11
日
、
遠
賀
総
合
運
動
公
園

で
153
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
者
の
結
果
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
敬
称
略
）

　

優　

勝　

村
岡　

昇
藏

　

準
優
勝　

大
城　

正
道

　
３　

位　

野
島　

良
一

【
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
達
成
者
数
】

　
３　

回　

２
人

　

２　

回　

13
人

　

１　

回　

35
人

　

り
の
寝
具
を
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。

●
と
　
き

　

▽
預
か
り
日　

７
月
18
日（
金
）

　

▽
返
却
日　
　

７
月
25
日（
金
）

●
対
　
象　
介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
で
要
介
護
４
・
５
に
該
当
、
も

し
く
は
、
そ
れ
に
準
ず
る
人

※
病
院
や
施
設
に
入
院
・
入
所
中
の

人
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

●
費
　
用

　

▽
寝
具
３
点
で
540
円

　

▽
寝
具
４
点
で
756
円

●
申
込
期
限　
７
月
10
日（
木
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
者
支
援
係

潜
在
看
護
師
の
復
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

●
と
　
き　
７
月
16
日
か
ら
８
月
27

日
ま
で
の
毎
週
水
曜
日（
全
６
回
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

※
８
月
13
日
は
除
き
ま
す
。

●
と
こ
ろ　
遠
賀
中
間
医
師
会
お
ん

が
病
院

●
対
　
象　
未
就
業
で
臨
床
復
帰
に

不
安
の
あ
る
ま
た
は
、
就
業
中
で

ブ
ラ
ン
ク
が
長
か
っ
た
看
護
師
・

准
看
護
師

●
内
　
容

【
講
義
】最
近
の
医
療
の
動
向
、
医
療

安
全
・
感
染
対
策
、
薬
剤
に
つ
い
て
、

フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト

【
演
習
】注
射
、
採
血
、
輸
液
ポ
ン
プ

の
取
り
扱
い
、
吸
引
、
口
腔
ケ
ア
、

移
動
動
作

●
定
　
員　
先
着
15
人
程
度

●
費
　
用　
無
料

●
申
込
方
法　
は
が
き
に
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
し

て
郵
送
す
る
か
、
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
７
月
８
日（
火
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
８
１
１
‒
４
３
４
２

　

遠
賀
町
大
字
尾
崎
１
７
２
５
‒
２

　

遠
賀
中
間
医
師
会
お
ん
が
病
院

　

看
護
部　

新
田

　

☎
０
９
３（
２
８
１
）２
８
１
０

在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
な
ど
の

寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス

　

在
宅
で
介
護
が
必
要
な
人
の
寝
具

を
清
潔
に
保
つ
た
め
、
洗
濯
・
消
毒

を
低
料
金
で
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
寝
具
を
預
か
っ
て
い
る
間
は
、
代
わ

よみかき教
きょう
室
しつ

　小
しょうがっこう

学校に行
い

けなかったり、
外
がい

国
こく

から日
に

本
ほん

に来
き

て学
がく

習
しゅう

する
機
き

会
かい

がなかったりして、日
に

本
ほん

語
ご

の読
よ

み書
か

きに困
こま

っている人
ひと

に、ひらがなから勉
べん

強
きょう

する「よ
みかき教

きょう

室
しつ

」を開
ひら

いています。少
しょう

人
にん

数
ずう

で行
おこな

っていま
すので、ゆっくりと自

じ

分
ぶん

のペースで学
がく

習
しゅう

できます。
年
ねん

齢
れい

や国
こく

籍
せき

は問
と

いません。見
けん

学
がく

もできます。
●と　き　毎

まい

週
しゅう

金
きん

曜
よう

日
び

午
ご

後
ご

１時
じ

～２時
じ

30分
ぷん

●ところ　遠
おん

賀
が

町
ちょう

中
ちゅう

央
おう

公
こう

民
みん

館
かん

●対
たい

象
しょう

　日
に

本
ほん

語
ご

の読
よ

み書
か

きに困
こま

っている人
ひと

※就
しゅう

学
がく

前
まえ

、義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

中
ちゅう

の人
ひと

は対
たい

象
しょう

外
がい

です。
●内
ない
容
よう

　日
に

本
ほん

語
ご

の読
よ

み書
か

き
●費

ひ
用
よう

　無
む

料
りょう

●申
もう
し込

こ
み・問

と
い合

あ
わせ　社

しゃ

会
かい

教
きょう

育
いく

係
かかり

身
体
障
害
者
相
談
員
に
よ
る

相
談
会

　

身
体
障
害
者
相
談
員
は
、
身
体
障

害
者
や
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
応

じ
、
助
言
や
指
導
を
行
い
、
障
害
者

の
地
域
で
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

●
と
　
き　
偶
数
月
の
第
２
土
曜
日

　

午
後
１
時
～
３
時

●
と
こ
ろ　
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー

●
相
談
員　
町
が
委
託
し
て
い
る
身

体
障
害
者
相
談
員
２
人

●
費
　
用　
無
料

●
問
い
合
わ
せ　
障
害
者
支
援
係

男
性
の
た
め
の
電
話
相
談

～
た
ま
に
は
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
～

　

北
九
州
市
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ
の
結
果

あ い

う
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昨
今
、
虐
待
や
体
罰
に
よ
り
子
ど
も

た
ち
が
被
害
者
と
な
る
痛
ま
し
い
事
件

が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
加
害
者

で
あ
る
大
人
た
ち
の
多
く
が
「
し
つ
け

の
一
環
だ
っ
た
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
子
ど
も
が
や
か
ん
に
手
を

着
け
よ
う
と
し
た
の
で
、
手
を
叩
い
て

振
り
払
っ
た
」
と
い
う
場
合
は
、
子
ど

も
が
危
険
な
目
に
遭
わ
な
い
た
め
に
必

要
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、

し
つ
け
だ
か
ら
と
言
い
大
人
の
感
情
に

任
せ
て
叱
る
こ
と
は
子
ど
も
の
た
め
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
お
び
え
た
り
、
傷
つ

く
行
為
は
、
子
ど
も
の
心
身
に
著
し
い

害
を
及
ぼ
す
も
の
で
、
そ
れ
は
し
つ
け

で
は
な
く
虐
待
や
体
罰
で
す
。

　

子
ど
も
は
、
あ
た
た
か
い
言
葉
や
態

度
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ
る
一
方
、
大
人

の
何
気
な
い
言
葉
や
態
度
で
、
傷
つ
い

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
身
体
的

な
暴
力
は
な
く
て
も
、
言
葉
や
態
度
で

も
子
ど
も
た
ち
を
傷
つ
け
る
「
暴
力
」

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
自
分
が
子
ど
も
の
時
は
こ
う
だ
っ
た
」

と
い
う
理
由
で
大
人
の
価
値
観
を
押

し
付
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
例

え
、
自
分
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
自
分

と
は
別
の
人
格
を
持
っ
た
一
人
の
人
間

で
す
。

　

子
ど
も
に
対
し
て
の
接
し
方
を
改
め

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
問
い
合
わ
せ
　
協
働
・
人
権
推
進
係

み
ん
な
で
築
こ
う
　
　
人
権
の
世
紀

子
育
て
？
し
つ
け
？

そ
れ
と
も
虐
待
？

７
月
６
日（
日
）は

遠
賀
町
農
業
委
員
会
委
員

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

　

平
成
26
年
７
月
19
日
任
期
満
了
に

伴
う
遠
賀
町
農
業
委
員
会
委
員
一
般

選
挙
を
行
い
ま
す
。

●
告
示
日　
７
月
１
日（
火
）

●
投
票
日　
７
月
６
日（
日
）

●
投
票
時
間　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

●
投
票
所　
遠
賀
町
役
場

●
有
権
者　

町
内
に
住
所
を
有
し
、

平
成
26
年
３
月
31
日
確
定
の
遠
賀

町
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

に
登
載
さ
れ
て
い
る
人

※
投
票
で
き
る
人
に
は
入
場
券
が
届

き
ま
す
の
で
、
投
票
時
に
は
入
場

券
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
期
日
前
投
票　

仕
事
や
旅
行
な
ど

の
や
む
を
得
な
い
理
由
で
投
票
日
に

投
票
所
へ
行
け
な
い
人
や
、
病
気
・

出
産
な
ど
で
入
院
予
定
の
人
は
期
日

前
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
　

入
場
券
の
裏
面
が「
期
日
前
投
票

宣
誓
書
」に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　

▽
期
日
前
投
票
期
間

　
　

７
月
２
日（
水
）
～
５
日（
土
）

　
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

　

▽
と
こ
ろ　

選
挙
管
理
委
員
会
事

　
　
務
室（
遠
賀
町
役
場
車
庫
棟
１
階
）

●
問
い
合
わ
せ　
遠
賀
町
選
挙
管
理

委
員
会（
総
務
課
内
）

第
18
回

遠
賀
町
ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
大
会

　
３
月
23
日
、
広
渡
小
学
校
体
育
館

で
30
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
町
内
か
ら
の
参
加
者
の
結
果
は

次
の
と
お
り
で
す
。（
優
勝
の
み
・

敬
称
略
）

■
シ
ン
グ
ル
ス

【
男
子
】

　

Ａ
級　

河
内　

勇
夫

　

Ｂ
級　

小
野　

博

　

Ｃ
級　

久
田　

俊
男

【
女
子
】

　

Ａ
級　

岩
本　

ナ
セ

　

Ｃ
級　

平
岡　

政
子

■
ダ
ブ
ル
ス

　
Ａ
級　
河
内　
勇
夫
、
谷
口　
温
子

　
Ｂ
級　
北
里　
良
光
、
平
岡　
政
子

■
団
体

　

河
内　

悦
子
、
小
野　

博

、

　

竹
松　

光
凜

第
10
回
遠
賀
ラ
イ
オ
ン
ズ
旗

遠
賀
郡
・
中
間
市
剣
道
連
盟

会
長
杯
争
奪
少
年
剣
道
大
会

　

５
月
４
日
、
芦
屋
町
総
合
体
育
館

で
165
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
町
内
か
ら
の
参
加
者
の
結
果
は

次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

【
小
学
３
年
生
以
下
の
部
】

　

３　

位　
木
下　

詩
織

　
　
　

知
っ
て
い
ま
す
か
？

野
焼
き
の
禁
止

　

野
焼
き（
野
外
焼
却
）は
平
成
13
年

か
ら「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
」に
よ
り
、
原
則
と
し

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

最
近
は
野
焼
き
に
関
す
る
苦
情
が
増

え
て
い
ま
す
。
苦
情
の
多
く
が「
洗

濯
物
に
匂
い
が
付
い
た
」「
匂
い
で

気
分
が
悪
く
な
っ
た
」と
い
っ
た
も

の
で
す
。
ま
た
、
煙
が
多
く
発
生
す

る
野
焼
き
で
は
、
煙
で
視
界
が
悪
く

な
り
、
交
通
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
野
焼
き
が

周
り
に
延
焼
し
、
火
災
を
引
き
起
こ

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
許
可
さ
れ
た
野
焼
き
】

▽
行
政
機
関
が
管
理
の
た
め
に
行

う
公
共
用
地
の
草
木
の
焼
却

▽
災
害
対
策
ま
た
は
復
旧
の
た
め

の
焼
却
お
よ
び
火
災
訓
練

▽
ど
ん
と
焼
き
な
ど
の
風
習
上
ま
た

は
宗
教
上
の
行
事
の
た
め
の
焼
却

▽
農
林
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を

得
な
い
草
木
の
焼
却

▽
落
葉
た
き
な
ど
の
軽
微
な
焼
却

　
一
般
家
庭
で
焼
却
で
き
る
の
は「
落

葉
た
き
な
ど
の
軽
微
な
焼
却
」の
み
と

な
り
ま
す
。
仮
に
草
木
以
外
の
ご
み

を
焼
却
す
る
場
合
に
は
、
ボ
イ
ラ
ー

な
ど
の
助
燃
装
置
や
集
塵
機
が
つ
い

た
800
度
以
上
の
高
温
焼
却
の
で
き
る

焼
却
炉
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、草
木
の
焼
却
で
あ
っ
て
も
、

近
所
に
迷
惑
の
か
か
ら
な
い
よ
う
配

慮
を
す
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

【
許
可
さ
れ
な
い
野
焼
き
に
は
罰
則
】

　

許
可
さ
れ
な
い
野
焼
き
で
は
、
ど

の
よ
う
な
ご
み
で
あ
ろ
う
と
悪
質
な

も
の
で
あ
れ
ば
、５
年
以
下
の
懲
役
、

も
し
く
は
、
1
千
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
事

業
所
ぐ
る
み
の
悪
質
な
も
の
は
最
高

３
億
円
以
下
の
罰
金
が
事
業
所
に
も

科
さ
れ
ま
す
。

【
野
焼
き
の
環
境
へ
の
影
響
・
健

康
被
害
】

　

雑
誌
や
ビ
ニ
ー
ル
ご
み
、
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
、
廃
ゴ
ム
、
廃
薬
品
な
ど

を
野
焼
き
程
度
の
低
温
で
焼
く
と
、

青
酸
カ
リ
よ
り
も
強
い
猛
毒
の
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
周
辺
へ
の
悪
影
響
だ
け
で

な
く
、
焼
却
し
て
い
る
本
人
へ
の
健

康
被
害
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

「
許
可
さ
れ
な
い
野
焼
き
か
な
？
」

と
思
っ
た
ら
連
絡
を

　

許
可
さ
れ
な
い
野
焼
き
を
見
か
け

た
と
き
は
、
す
ぐ
に
警
察
か
環
境
衛

生
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
環
境
衛
生
係
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平成26年５月末現在（　 ）は前月比

●男
●転入
●出生

●女
●転出
●死亡

10,256
49
14

7,941
（+4）

19,578
（+12）

9,322
60
15

宗
像
高
等
学
校
併
設
中
学
校（
中

高
一
貫
教
育
校
）学
校
説
明
会

　

福
岡
県
立
宗
像
高
等
学
校
は
、
平

成
27
年
４
月
に
併
設
中
学
校
を
開
校

し
、中
高
一
貫
教
育
校
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
あ
た
り
、
学
校
の
特
色
や

教
育
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み

は
不
要
で
す
。
直
接
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

●
と
　
き　
７
月
13
日（
日
）

　

▽
第
１
回　

午
前
10
時
30
分
～

　
　
［
受
付
］午
前
10
時
～

　

▽
第
２
回　

午
後
２
時
30
分
～

　
　
［
受
付
］午
後
２
時
～

●
と
こ
ろ　

宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス　

ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル（
宗
像
市
久
原
）

●
問
い
合
わ
せ　
福
岡
地
区
中
高
一

貫
教
育
校
設
立
準
備
室（
宗
像
高

等
学
校
内
）

　

☎
０
９
４
０（
３
６
）２
０
２
９

九
州
職
業
能
力
開
発
大
学
校

平
成
27
年
度
生
キ
ャ
ン
パ
ス
見
学
会

　

九
州
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
は

も
の
づ
く
り
に
関
係
す
る「
機
械
系
」

「
電
気
系
」「
電
子
情
報
系
」「
建
築
系
」

の
４
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に

「
来
て
」「
見
て
」「
体
感
し
て
」自
分

の
進
路
を
決
め
ま
せ
ん
か
。

●
と
　
き

　

▽
７
月
21
日（
祝
）

　
　

午
後
１
時
～
４
時

　

▽
８
月
30
日（
土
）

　
　

午
後
１
時
～
４
時

●
と
こ
ろ　
九
州
職
業
能
力
開
発
大

学
校（
小
倉
南
区
志
井
）

●
申
込
方
法　
見
学
希
望
日
、
氏
名

と
受
験
を
希
望
す
る
人
は
在
籍
ま

た
は
出
身
高
校
名
を
電
話
や
Ｆ
Ａ

Ｘ
、Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
事
前
の
申
し
込
み
が
無
く
て
も
参

加
で
き
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

九
州
職
業
能
力
開
発
大
学
校

　

☎
０
９
３（
９
６
３
）８
３
５
３

　

FAX
０
９
３（
９
６
３
）８
３
８
７

　

gboshu@
kyushu-pc.ac.jp

10
％
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
の
ご
案
内

　

遠
賀
町
商
工
会
で
は
、

毎
年
、
町
内
物
件
の
リ

フ
ォ
ー
ム
や
水
道
工
事
、

自
動
車
修
理
な
ど
に
お

い
て
商
工
会
会
員
事
業

所
で
利
用
で
き
る「
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
等
得
ト

ク
商
品
券
」を
７
０
０
０
万
円
分
販

売
し
て
お
り
、
６
月
12
日
時
点
で
残

り
２
８
０
０
万
円
分（
１
世
帯

100
万

円
ま
で
購
入
可
能
）と
な
っ
て
い
ま

す
。
完
売
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
買
い
求
め

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
遠
賀
町
商
工
会

　

☎
０
９
３（
２
９
３
）０
１
６
５

「
防
ご
う
犯
罪
と
非
行

　
　

助
け
よ
う
立
ち
直
り
」

　

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運

そ
ば
教
室（
め
ん
工
房
）

●
と
　
き　
７
月
13
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
正
午

●
定
　
員　
先
着
８
人

●
費
　
用　
２
０
０
０
円

●
申
込
期
限　
７
月
８
日（
火
）

パ
ン
教
室（
パ
ン
工
房
）

●
と
　
き　
７
月
27
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
1
時

●
内
　
容
　
グ
ラ
ハ
ム
パ
ン
木
の
実

入
り
、
手
ご
ね
で
ロ
ー
ル
パ
ン

●
定
　
員　
先
着
10
人

●
費
　
用　
１
５
０
０
円

●
申
込
期
限　
７
月
18
日（
金
）

※
高
校
生
以
上
で
あ
れ
ば
、
遠
賀
町

外
の
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
参
加
や
観
覧
は

無
料
で
す
が
、
入
館
料
が
必
要
で
す
。

入
浴
時
間
延
長
の
お
知
ら
せ

●
と
　
き　

7
月
1
日（
火
）
～
8

月
31
日（
日
）

●
浴
場
利
用
時
間　
午
前
9
時
30
分

～
午
後
8
時

ふ
れ
あ
い
ス
テ
ー
ジ

癒
し
の
木
の
音
色
と
リ
ズ
ム
体
験

　

ア
フ
リ
カ
の
大
型
木
琴
マ
リ
ン
バ

の
音
色
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

●
と
　
き　
7
月
5
日（
土
）

　

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

●
出
　
演
　
マ
リ
ン
バ
ス
ケ
ル
ツ
ォ

●
曲
　
目
　
コ
ン
ド
ル
は
飛
ん
で
い

く
、
こ
こ
に
幸
あ
り　
ほ
か

芸
能
訪
問

●
と
　
き　
７
月
22
日（
火
）

　

午
前
10
時
50
分
～
11
時
50
分

●
出
　
演

　

▽
歌
謡
吟
同
好
会

　

▽
西
川
流
昌
蔵
の
会

　

▽
幸
カ
ラ
オ
ケ
同
好
会

一
井
久
美
子
・
渕
上
香
先
生

の
リ
ズ
ム
体
操
教
室

●
と
　
き

　

▽
７
月
３
日（
木
）

　
　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

　

▽
７
月
15
日（
火
）

　
　

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
展
示

　
　

●
内
　
容　
押
し
花「
花
も
よ
う
」作

品
展
示

●
展
示
期
間　

６
月
28
日（
土
）
～

７
月
24
日（
木
）

●
費
　
用　
観
覧
無
料

⑦
月
の
催
し
物

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
セ
ン
タ
ー

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
で
す
。

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

遠
賀
町
ふ
れ
あ
い
の
里

ふ
れ
あ
い
館  
日
曜
教
室

動
」強
調
月
間
で
す
。

　

犯
罪
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
の
更

生
を
目
的
と
す
る
事
業
の
運
営
資
金

の
援
助
募
金
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
募
金
目
標
額　
１
世
帯　
１
０
０
円

●
平
成
25
年
度
実
績

　

51
万
３
７
３
９
円

●
問
い
合
わ
せ　
遠
賀
保
護
区
保
護
司
会

　

☎
０
９
３（
２
０
１
）２
１
４
４

　

広
報
お
ん
が
６
月
10
日
号
の
内
容

に
不
足
・
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

お
わ
び
し
て
追
加
・
訂
正
し
ま
す
。

【
地
区
の
役
員
の
皆
さ
ん
　
12
ペ
ー
ジ
】

追
加
）（
敬
称
略
）

田
園
北
区
　
町
民
会
議
運
営
委
員

　
古
園
　
晴
美

【
俳
句
・
短
歌
　
崗
短
歌
会
15
ペ
ー
ジ
】

正
）

寒
さ
か
ら
守
っ
て
く
れ
し
殻
押
し
開
け

さ
ん
し
ゅ
ゆ
の
花
黄
色
の
ぞ
か
す

谷
口
　
玲
子

お
わ
び
と
訂
正
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国民年金の保険料免除制度

●問い合わせ

　▽八幡年金事務所

　☎０９３（６３１）７９６２

　▽国保年金係

　保険料の納付でお困りの人は一度、役場の国保年金係でご相談ください。また、現在承認を
受けている人で、７月以降も免除を希望する場合も、再度申請が必要です。
※全額免除・納付猶予がすでに承認されていて、継続審査の申し出をしている人は、再度申請の必要

はありません。

【申請免除】
●対　象　所得の少ない人や失業・天災などで保険料を納付することが困難な人
●内　容　本人および配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合、保険料が全額・３/ ４・半額・１/ ４の

いずれかの割合で免除されます。失業した場合は、離職票などを添付することで失業した人の所得を
除外して審査します。
●持ってくるもの　印鑑
※失業者は雇用保険離職票か雇用保険受給資格者証をお持ちください。
●承認期間　７月～翌年６月

【学生納付特例】
●対　象　大学・専門学校などの学生
※海外の学校など対象外の学校もあります。
●内　容　本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
●持ってくるもの　印鑑、学生証または在学証明書（コピー可）
●承認期間　４月～翌年３月

【若年者納付猶予】
●対　象　30歳未満の第１号被保険者
●内　容　本人および配偶者の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
●持ってくるもの　印鑑
※失業者は雇用保険離職票か雇用保険受給資格者証をお持ちください。
●承認期間　７月～翌年６月
※29歳の人は30歳の誕生日の前月までが免除期間となります。

免除・猶予期間の取り扱い
　免除・猶予を受けずに保険料を未納のままにすると、年金受給資格を失うことに繋がりますが、免除・
猶予を受けている期間は年金を受給するための資格期間の対象になります。年金は老後のためだけのも
のではありません。若年者でも障害年金や遺族年金を受給する場合に、資格期間が足りず受給できない
ことがあります。納付が困難な場合は、未納のままにせず、免除・猶予などについてご相談ください。
　免除・猶予を受けた保険料は、10年以内であれば後から納付することができます。ただし、納期限か
ら２年を経過した保険料には加算金がかかります。

申込期間・対象期間の拡大
　これまでは、さかのぼって免除を受けられる期間は、申し込みの直前の７月まで（学生納付特例は４月）
の１年以内でしたが、４月からは、申し込みから２年１か月前までさかのぼれるようになりましたので、
期間中に未納のある人は、免除・猶予の申請を行いましょう。

保
険
料

免除！
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平成26年度　後期高齢者医療制度の保険料について

　保険料は、平成25年中の所得金額と世帯（注１）の状況を基に算定を行い、決定します。
　（注１）：｢世帯｣とは、平成26年４月１日時点の世帯（ 75歳になる人、県外からの転入者などはその時点）を基準にしています。
　被保険者（加入者）の皆さんへ「平成26年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を７月中旬にお届けします。

●均等割額の軽減
平成26年度では、平成25年度の保険料軽減措置（被保険者均等割の９割・８．５（７）割（注２）・５割・２割軽減）を継
続して行います。

（注2）：原則は「 7割軽減」ですが、特例措置により「８．５割軽減」となっています。

●所得割額の軽減
総所得金額等が91万円以下（公的年金のみの場合は、収入額で211万円以下）の人は、所得割額が５割軽減となります。

●被用者保険（注４）の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」だった人は被保険者均等割額が９割軽減と
なります。また、所得割額はかかりません。

（注４)：被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をさします。国民健康保険・
国民健康保険組合は該当しません。

　災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、保険料が減免できる場合がありますのでご相談くだ
さい。
●問い合わせ　国保年金係

●保険料医療費の負担の仕組み（計算方法）

保険料の減額について…

保険料の減免制度について

均等割額軽減割合 軽減後の均等割額（年額） 同一世帯内の被保険者および世帯主の
軽減対象所得金額（注３）の合計額平成26年度

９割軽減 5658円 33万円以下で、かつ被保険者全員が年金収入80万円
以下（その他各種所得がない）

８.5（７）割軽減 8487円 33万円以下
５割軽減 2万8292円 33万円＋24万5000円×被保険者数  以下
２割軽減 4万5267円 33万円＋45万円×被保険者数  以下

（注３）：軽減対象所得金額は、基本的には総所得金額等と同じですが、公的年金等収入の場合、
　　　　「公的年金等収入－公的年金等控除－15万円」となるなど、例外があります。

被保険者
均等割額 所得割額

・保険料は、福岡県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
・保険料は、加入者一人一人にかかります。保険料率（被保険者均等割額、所得割率）は、2年ごとに見直されることとなっ

ており、平成26年度に改定されています。
・総所得金額等とは、前年中の｢公的年金等収入－公的年金等控除｣、｢給与収入－給与所得控除｣、｢事業収入－必要経費｣など

の合計額で、各種所得控除前の金額です。例えば、公的年金の収入のみの人で、年額が153万円以下の場合は、総所得金額
等は33万円以下となるため所得割額はかかりません。　

病
院
な
ど
に
支
払
う
自
己
負
担
額

支援金約4割
（現役世代の負担） 保険料

5万6584円 　×　所得割率
11.47%

総所得金額等－
33万 円（基 礎 控
除額）

約
1
割

公費（税金）約5割
国：県：市町村= ４：１：１

＝ ＋

＋

被保険者の所得に応じて負担する｢所得割額」の合計です。
なお、保険料は、年額57万円が上限です。

医療給付費

医療費総額

被保険者（加入者）の
皆さんが負担する保険料
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８月から被保険者証が
新しくなります

　現在、使用中の被保険者証
（オレンジ色）の有効期限は、
７月 31 日です。８月１日か
ら使用できる被保険者証（水
色）は、７月下旬に、簡易書
留で郵送します。
　８月１日以降に医療機関で
受診するときは、新しい被保
険者証（水色：有効期間は平成 27 年７月 31 日まで
の１年間）を窓口に提示してください。
　７月 31 日までに新しい被保険者証が届かない場
合は、お問い合わせください。

特別徴収（年金天引き）から
口座振替へ変更できます
　特別徴収は、申請することで口座振替に変更す
ることができます。
　変更を希望する人は、７月中旬までに住民課窓
口で徴収方法の変更申出と口座振替の申請を行う
と、10 月支給分の年金から特別徴収が中止され、
口座振替による支払いに変更されます。ただし、
これまでに保険料の滞納がある場合には、口座振
替への変更が認められない場合があります。
●対　象　年金受給額が年額 18 万円以上で、介護

保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金
受給額の２分の１を超えない人

【社会保険料控除について】
　後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の申
告のときに、社会保険料控除の対象になります。
　特別徴収から口座振替へ変更した場合、社会保
険料控除は、口座振替で支払った人に適用される
ので、世帯全体の所得税や住民税の負担額が変わ
ることがあります。

限度額適用・標準負担額減額
認定証が更新されます
　現在、使用中の減額認定証の有効期限は、７月 31 日
です。減額認定証をすでに持っていて、平成 26 年度住
民税非課税世帯の人には、８月１日から使用できる新
しい減額認定証を７月下旬に郵送します。
　非課税世帯の人は、入院時の自己負担が限度額まで
になり、食費・居住費の一部負担も減額される場合が
あります。減額認定証を持っていない人で、新たに交
付を希望する場合は、国保年金係で、申請手続きが必
要です。
●申請に必要なもの　印鑑、被保険者証
※収入額などを証明するもの（非課税証明書など）や入院
期間を確認できるものが必要になる場合があります。

自己負担割合をご確認ください
　医療機関で受診するときの医療費の自己負担割合は１
割、または３割です。毎年、前年中の所得をもとに、８
月から翌年７月までの１年間の自己負担割合の判定を行
います。自己負担割合は、原則１割で、同じ世帯の被保
険者で住民税課税所得が 145 万円以上である場合は３
割になります。ただし、住民税課税所得が 145 万円以
上でも、次に該当する場合は、申請することで１割負担
になります。
【同じ世帯の被保険者が２人以上の場合】

同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が 520 万円未満
【同じ世帯の被保険者が本人のみの場合】

次のいずれかに該当
▽本人の収入が 383 万円未満
▽本人と同じ世帯の 70 歳から 74 歳までの人の収入の

合計額が 520 万円未満

●申請・問い合わせ
　▽福岡県後期高齢者医療広域連合
　　☎０９２（６５１）３１１１
　▽国保年金係

後期高齢者医療制度のお知ら
せ
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なおくん、お誕生日おめでと
う★お話しもできるようにな
って毎日が楽しいね。元気一
杯大きくなってね。

山
下

　直
人 

ち
ゃ
ん

山
下

　直
人 

ち
ゃ
ん

（
松
の
本
）

（
松
の
本
）

や
ま
し
た

や
ま
し
た

な
お
と

な
お
と

平成24年
６月
２日生

平成24年
６月
２日生

お誕生日おめでとう♥おむつ
もうすぐ卒業できるかな？い
っしょにがんばろうね♪

田
中

　雄
太 

ち
ゃ
ん

田
中

　雄
太 

ち
ゃ
ん

（
尾
崎
）

（
尾
崎
）

た
な
か

た
な
か

ゆ
う
た

ゆ
う
た

平成23年
５月
12日生

平成23年
５月
12日生

お誕生日おめでとう！いっぱ
い遊んで、いっぱい食べて、
大きくな～れ♪大好きよ♥

父ちゃん、ママより。

向
井

　
　銀 

ち
ゃ
ん

向
井

　
　銀 

ち
ゃ
ん

（
鬼
津
）

（
鬼
津
）

む
か
い

む
か
い

ぎ
ん
ぎ
ん

平成24年
６月

13日生

平成24年
６月

13日生

おたんじょうびおめでとうおたんじょうびおめでとうおたんじょうびおめでとう

★♪♥

１歳のお誕生日おめでとう！
ソラの笑顔がおじいちゃんお
ばあちゃんの元気の源！これ
からもソラスマイルでね。

山
田

　青
空 

ち
ゃ
ん

山
田

　青
空 

ち
ゃ
ん

（
尾
崎
）

（
尾
崎
）

や
ま
だ

や
ま
だ

平成25年
６月
21日生

平成25年
６月
21日生

そ
ら
そ
ら

１歳のお誕生日おめでとう♥
いつも家族みんなを笑顔にし
てくれてありがとう！
すくすく元気に育ってね♥

中
井

　祥
太
ち
ゃ
ん

中
井

　祥
太
ち
ゃ
ん

（
松
の
本
）

（
松
の
本
）

な
か
い

な
か
い

し
ょ
う
た

し
ょ
う
た

平成25年
６月
19日生

平成25年
６月
19日生

我が家のスーパーりん♥♥
お誕生日おめでとう！
これからも元気いっぱい★
すくすく成長してね♥♥

徳
永

　
　凛 

ち
ゃ
ん

徳
永

　
　凛 

ち
ゃ
ん

（
別
府
）

（
別
府
）

と
く
な
が

と
く
な
が

り
ん
り
ん

平成25年
６月
14日生

平成25年
６月
14日生

掲載を希望する人は、広報発行日の1か月前までに、まちづくり課（広報担当）にお申し込みください。

編集・発行　福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地　遠賀町役場まちづくり課　☎093（293）1234

　

　最近、家庭ごみを決められた収集日以外に出す人が増え、非
常に困っているという連絡がよくあります。
　皆さんが分別して出しているごみは、それぞれ処理方法と処
理施設が異なるため、きちんとした処理が行えるよう、収集日
を分けています。しかし、その収集日に決められたごみ以外を
出すと、収集のときにごみを確認し仕分ける作業が必要となり、
適正なごみ収集の妨げになります。さらに、そういった違反ご
みは収集されずに残るため、そのごみステーションを管理して
いる地域の住民の迷惑になります。
　また、地域によって決められた場所以外にごみを出すことも、
地域の住民の迷惑になりますので、絶対やめましょう。どこの
ごみステーションに出したらいいか分からない場合は、近所の
人にお尋ねください。
　家庭ごみは、必ず決められた収集日の午前７時から８時まで
に、決められたごみステーションに出しましょう。
●問い合わせ　環境衛生係

決まった時間に決まった場所へ
ごみ出しのルールを守りましょう

　

　親子の絆をとおして子どもの
人権について考えてみません
か。上映中は字幕が流れます。
●と　き　７月12日（土）
　午後６時30分～８時30分
●ところ　遠賀町中央公民館
●上映作品　そして父になる
●費　用　無料
●その他　未就学児の無料託児

を希望する人は、７月９日（水）
までにお申し込みください。

●託児申込・問い合わせ
　社会教育係

　輸血に必要な新鮮な血液を、いつでも十分に確保しておくため
に、ご協力をお願いします。一人ひとりの献血への参加が、病気
やけがの治療を支え、患者さんを救います。
　希望者には、生化学検査・血球計数検査の
結果をお送りします。また、骨髄バンク登録
の相談コーナーもあります。
●と　き　７月９日（水）
　▽午前10時～正午
　▽午後１時～４時
●ところ　遠賀町役場
●持ってくるもの　献血磁気カード（献血した人に交付済）、本人

確認のできるもの（健康保険証、運転免許証、パスポートなど）
※輸血用血液の安全性を向上させ、患者さんが安心して輸血を受

けられるよう、全国で身分証などの提示が必要となりました。
●献血の種類　400ml
●対　象　男性17歳～ 69歳、女性18歳～ 69歳の男女ともに体重

50㎏以上の人
※65歳以上の人は60歳から64歳までに献血経験がある人
●問い合わせ　健康対策係

命をつなぐひとになる
400ml献血にご協力ください

同和問題啓発強調月間
人権啓発映画上映会

　

５
月
下
旬
か
ら
６
月
上
旬
は「
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ん
が
レ
ガ
ッ
タ
」や「
お
ん
が
泥
リ
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ピ
ッ
ク
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ど
イ
ベ
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ト
が
目
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し
で
し
た
。
そ
し
て
、
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月
、
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夏
に
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る
と
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賀
町
が
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々
と
し
た
田
園
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が
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が
り
ま
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。
そ
し
て
、
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り
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は
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ね
。
現
在
出

荷
に
向
け
て
着
々
と
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備
が
進
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い
る
よ
う
で
す
の
で
、
暑
い
夏
を
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ン
キ
ン
に
冷
や
し
た「
お
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が
の
赤

し
そ
」で
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。（
立
）
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